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告 示
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�愛媛県告示第９２４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９２６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９２７号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、東予

地方局今治土木事務所及び上島町役場において告示の日から起算し

て３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

上島町

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０

代表者 上島町長 上村 俊之

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１８５

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島６０８番３の地先公有水面

イ 区域

次の１点から３７点までを順次直線で結んだ線並びに３７点と

１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．９３（Ｔ

．Ｐ．１．９２）メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削佐島６０８番３地先の防波堤に設置

された金属鋲）は、北緯３４度１５分０７秒、東経１３３度１１分０７秒

の地点

�愛媛県告示第９２３号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

平成２７年度愛媛県税務シス
テム番号制度対応に係る改
修業務委託事業

愛媛県総務部行財政改
革局税務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２７年６月１９日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市一番町一丁
目１５番地２

６５，３４０，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第２号の規定による。

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

松山笠置記念心
臓血管病院 松山市末広町１８番２ 医療法人笠置記

念胸部外科
平成３０年
７月１４日
まで

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

平野ごう薬局 今治市郷新屋敷町３丁目１－４２ 株式会社平野 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
７月１日

チェリー薬局本郷店 新居浜市本郷３丁目５番３４号 有限会社チェリー薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
７月１日

フロンティア薬局本郷店 新居浜市本郷３丁目５－３１ 株式会社フロンティア 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
７月１日

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

医療法人三善会善家外科
脳神経外科 善家脳神経クリニック 平成２７年４月１日

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号

７１９



１点は、基点から真北１７２度２９分１８秒１２．６６メートルの地点

２点は、１点から真北５３度１７分２３秒２．７７メートルの地点

３点は、２点から真北５４度１２分４１秒１．１３メートルの地点

４点は、３点から真北５７度００分４８秒１．２５メートルの地点

５点は、４点から真北３３６度１５分００秒１．４０メートルの地点

６点は、５点から真北６０度１６分５０秒０．８７メートルの地点

７点は、６点から真北１５０度１６分５０秒１．３６メートルの地点

８点は、７点から真北５９度３３分３４秒０．８１メートルの地点

９点は、８点から真北６１度５１分０５秒１．５２メートルの地点

１０点は、９点から真北６３度５３分１８秒１．５１メートルの地点

１１点は、１０点から真北６５度４０分１５秒１．４９メートルの地点

１２点は、１１点から真北６７度１１分５６秒１．４８メートルの地点

１３点は、１２点から真北６８度２８分２０秒１．４７メートルの地点

１４点は、１３点から真北６９度２９分２６秒１．４５メートルの地点

１５点は、１４点から真北７０度１５分１６秒１．４４メートルの地点

１６点は、１５点から真北７０度４５分５１秒１．４２メートルの地点

１７点は、１６点から真北７１度０１分０７秒１．４１メートルの地点

１８点は、１７点から真北７０度５４分０８秒１．５４メートルの地点

１９点は、１８点から真北７０度１３分２８秒５．００メートルの地点

２０点は、１９点から真北６９度１１分２１秒５．００メートルの地点

２１点は、２０点から真北６９度０９分１５秒５．００メートルの地点

２２点は、２１点から真北６７度０７分０８秒５．００メートルの地点

２３点は、２２点から真北６６度０５分０１秒５．００メートルの地点

２４点は、２３点から真北６５度０２分５５秒５．００メートルの地点

２５点は、２４点から真北６４度００分４８秒５．００メートルの地点

２６点は、２５点から真北６２度５８分４１秒５．００メートルの地点

２７点は、２６点から真北６２度２７分３８秒４６．４９メートルの地点

２８点は、２７点から真北３３２度２７分３８秒４．７５メートルの地点

２９点は、２８点から真北６２度２７分３８秒２．００メートルの地点

３０点は、２９点から真北１５２度２７分３８秒４．７５メートルの地点

３１点は、３０点から真北６２度２７分３８秒６８．２０メートルの地点

３２点は、３１点から真北３３２度２７分３８秒０．５０メートルの地点

３３点は、３２点から真北６２度２７分３８秒１．２０メートルの地点

３４点は、３３点から真北１５２度２７分３８秒０．５０メートルの地点

３５点は、３４点から真北６２度２７分３８秒９．４４メートルの地点

３６点は、３５点から真北３３２度２７分３９秒１．７０メートルの地点

３７点は、３６点から真北６２度２７分３９秒２．０７メートルの地点

ウ 面積

４１０．９０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島６０８番３から２８０８番までの地

先公有水面及び陸域

イ 区域

次のア点からト点までを順次直線で結んだ線及びト点とア

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削佐島６０８番３地先の防波堤に設置

された金属鋲）は、北緯３４度１５分０７秒、東経１３３度１１分０７秒

の地点

ア点は、基点から真北１９５度３３分２８秒２７．０８メートルの地点

イ点は、ア点から真北３３２度２７分３８秒６９．５８メートルの地点

ウ点は、イ点から真北６２度２７分３８秒２１５．００メートルの地点

エ点は、ウ点から真北１５２度２７分３８秒３１．９２メートルの地点

オ点は、エ点から真北１６３度００分４２秒３４．６１メートルの地点

カ点は、オ点から真北１５０度２５分３６秒９．２８メートルの地点

キ点は、カ点から真北２４２度２７分３８秒８．６０メートルの地点

ク点は、キ点から真北２５９度１１分４１秒８．７６メートルの地点

ケ点は、ク点から真北２４３度５２分０４秒７．６１メートルの地点

コ点は、ケ点から真北２４６度３７分０５秒１４．８０メートルの地点

サ点は、コ点から真北２４２度２３分００秒４４．９８メートルの地点

シ点は、サ点から真北１５２度２０分３７秒０．６３メートルの地点

ス点は、シ点から真北２４２度２０分３２秒１．６０メートルの地点

セ点は、ス点から真北２３９度５７分１８秒１８．６８メートルの地点

ソ点は、セ点から真北２４２度３３分４１秒２８．７９メートルの地点

タ点は、ソ点から真北２４５度１５分５３秒１１．３９メートルの地点

チ点は、タ点から真北２４３度５２分２８秒２０．３６メートルの地点

ツ点は、チ点から真北２４２度３１分５５秒１６．４８メートルの地点

テ点は、ツ点から真北２６２度５４分４３秒２．９７メートルの地点

ト点は、テ点から真北２４６度０７分１０秒９．６４メートルの地点

ウ 面積

１５，３５４．２５平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地

４ 出願年月日

平成２７年７月６日

�������
�愛媛県告示第９２８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域

� 位置

２工区

今治市吉海町本庄３２４番６から同２６２番１までの地先公有水面

� 区域

次の１点から１５点までを順次直線で結んだ線並びに１５点と１

点を結ぶ平成２５年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．９２メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市吉海町本庄３７５番、国土地理院「津倉」四等三

角点）は、北緯３４度０９分１８．１８５６秒、東経１３３度０１分３４．７３６４秒

の地点

１点は、基点から真北１９７度３５分５８秒５８８．８９メートルの地点

２点は、１点から真北２７５度２０分０６秒２６．８２メートルの地点

３点は、２点から真北０度２７分０６秒０．７６メートルの地点

４点は、３点から真北２７５度１１分４１秒１９．３６メートルの地点

１６点は、４点から真北５度２１分１９秒１２５．６２メートルの地点

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号

７２０
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１５点は、１６点から真北９５度２２分１４秒１８．４７メートルの地点

� 面積

４，４５５．８４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２６年３月３１日 愛媛県指令２５港第７７１号

４ しゅん功認可年月日

平成２７年７月１７日

�������
�愛媛県告示第９２９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、伊予市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（レベル２，５００ 数値地図作成、レベル

５，０００ 数値地図作成、レベル１０，０００ 数値地図

作成）

２ 作業期間 平成２６年８月２９日から

平成２７年３月２５日まで

３ 作業地域 伊予市全域

�������
�愛媛県告示第９３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定に基づ

き、四国中央都市計画特別用途地区の決定に係る都市計画の図書の

写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、四国中央都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、四国中央都市計画準防火地

域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦

覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３３号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第９３５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

鬼北
第１
号

宇和島市栄町港三丁目３０３番地 えひめ南農業協同組合 売りさばき所
北宇和郡鬼北町大字小松１４００番地１
えひめ南農業協同組合三島支所

売りさばき所
北宇和郡鬼北町大字下鍵山７６５番地
えひめ南農業協同組合日吉支所

平成２７年
７月１日

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人健康会 指定居宅介護支援事業所健康会 愛媛県四国中央市上分町７１６番地２ 平成２７年５月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号

７２１
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�愛媛県告示第９３６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年７月７日

３ 指定道路の位置

四国中央市上分町字乗安４６８番１の一部、同４６８番５の一部、同

４６４番１の一部、同４６４番４の一部、同４６４番８の一部、同４６４番１０

の一部、同４６５番７の一部、同４６４番１地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ９５．７９メートル

� 幅員 ４．００メートル、５．００メートル、６．００メートル

�愛媛県告示第９３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１３００４４５ プログレス株式会社 四国中央市川之江町２９
７４番地１０ 岩 本 高 之 短期入所 ショートステイ 四つ

葉
四国中央市川之江町７０
０番地１

平成２７年
６月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城７６０番１から

同町岩城８２９番まで

旧 ３．７～８．５ ０．１８７

新 ５．０～１８．６ ０．１８７

〃 〃
越智郡上島町岩城８２９番から

同町岩城１４２７番２地先まで

旧 ３．５～１３．２ ０．４６７

新 ３．５～１３．２
９．６～２７．１

０．４６７
０．３８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山港内宮線 松山市高浜町六丁目１７７７番３０ 平成２７年７月１７日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０３０００９０ 一般社団法人 宇和島
医師会 宇和島市桜町１番５０号 友 松 孝 児童発達支援 医師会通所看護さくら

まち 宇和島市桜町１番５０号 平成２７年
７月６日

３８５０３０００９０ 一般社団法人 宇和島
医師会 宇和島市桜町１番５０号 友 松 孝 放課後等デイ

サービス
医師会通所看護さくら
まち 宇和島市桜町１番５０号 平成２７年

７月６日

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号

７２２
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�愛媛県告示第９４０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９４１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９４２号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９４３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ＳＡＫＡＳＨＯＵ デイサービスポプラ 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８
番地 平成２７年５月１５日 通所介護

株式会社ＳＡＫＡＳＨＯＵ 訪問介護事業所ポプラ 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８
番地 平成２７年５月１５日 訪問介護

株式会社Ｗｅｌｌ Ｓｔｕｄｉｏ デイサービスセンターＷｅｌｌ Ｓｔ
ｕｄｉｏ笑

愛媛県八幡浜市保内町宮内２番耕地７８
番地１ 平成２７年４月２１日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

合同会社諏訪の杜 居宅介護支援事業所諏訪の杜 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番地
１ 平成２７年５月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ＳＡＫＡＳＨＯＵ デイサービスポプラ 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８
番地 平成２７年５月１５日 介護予防通所介護

株式会社ＳＡＫＡＳＨＯＵ 訪問介護事業所ポプラ 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８
番地 平成２７年５月１５日 介護予防訪問介護

株式会社Ｗｅｌｌ Ｓｔｕｄｉｏ デイサービスセンターＷｅｌｌ Ｓｔ
ｕｄｉｏ笑

愛媛県八幡浜市保内町宮内２番耕地７８
番地１ 平成２７年４月２１日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社ラ・ルーチェ カサリンゴクオーレ 愛媛県宇和島市和霊中町二丁目１番２７
号 平成２７年４月１日 訪問介護

医療法人青峰会 デイサービスセンターアクティブ大洲 愛媛県大洲市中村８５３番地１ 平成２７年５月３１日 通所介護

社会福祉法人 愛寿会 ヘルパーステーション 瀬戸あいじゅ 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４番地 平成２７年５月３１日 訪問介護

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号

７２３
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�愛媛県告示第９４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

退 任

�愛媛県告示第９４４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９４５号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９４６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社ラ・ルーチェ カサリンゴクオーレ 愛媛県宇和島市和霊中町二丁目１番２７
号 平成２７年４月１日 介護予防訪問介護

医療法人青峰会 デイサービスセンターアクティブ大洲 愛媛県大洲市中村８５３番地１ 平成２７年５月３１日 介護予防通所介護

社会福祉法人 愛寿会 ヘルパーステーション 瀬戸あいじゅ 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜５９４番地 平成２７年５月３１日 介護予防訪問介護

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

山 中 望 山中医院 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 平成２７年５月１日 介護療養型医療施
設

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００６０２ 一般社団法人 宇和島
医師会 宇和島市桜町１番５０号 友 松 孝 生活介護 医師会通所看護さくら

まち 宇和島市桜町１番５０号 平成２７年
７月６日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００３３９ 株式会社 在宅福祉サ
ービス こうの

宇和島市光満甲９８番地
３ 河 野 春 吉 居宅介護、重

度訪問介護
在宅福祉サービスこう
の 訪問介護ステーシ
ョン

宇和島市寄松甲２４０番
地５

平成２７年
７月１日

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号
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�愛媛県告示第９５０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県八幡浜保健所及び伊方町役場において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県八幡浜保健所長 河 野 英 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国電力株式会社

香川県高松市丸の内２番５号

取締役社長 佐伯 勇人

２ 事業場の名称及び所在地

四国電力株式会社 伊方発電所

愛媛県西宇和郡伊方町九町コチワキ３番耕地４０の３

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号。）別表第１

第７２号 し尿所施設

第７４号 特定事業所から排出される水（公共用水域に排出され

るものを除く。）の処理施設

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更（排水口の位置の変更及び廃止）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� １、２号機放水口

� ３号機放水口

�愛媛県告示第９４９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第１３２７１号 平成２３年
１月４日 上甲鉄筋 上甲 重則 西予市明浜町俵津３－３６ 平成２７年

６月９日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１６３０２号 平成２５年
５月２２日 浜田左建 �田 活三 宇和島市保田甲９６３－３ 平成２７年

６月１０日 左官工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１４５７４号 平成２２年
８月４日 国安電工 國安 卓 宇和島市津島町北灘乙２８

７－１
平成２７年
６月１１日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１４５３７号 平成２２年
７月１１日 倉田建設 倉田 文廣 南宇和郡愛南町御荘平城

４６０７－３
平成２７年
６月１６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１４９８８号 平成２４年
５月９日 沼井建設 沼井 義章 喜多郡内子町平岡甲３５２

－２
平成２７年
６月１８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１５５９５号 平成２６年
７月２３日 広瀬運送� 廣瀬 康正 宇和島市津島町下畑地字

板ノ川甲６５－２
平成２７年
６月２９日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 水 谷 義 弘 宇和島市吉田町南君３０５３番地１－１－
２

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ２．０
変更なし

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ２．０
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３未満

最大 ３未満
変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．４
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０４
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，５３３，２７８

最大 ６，５３３，７９１
変更なし

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号
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公 告

� �１２排水口（変更後：�１１排水口）

� この他に既存の雨水専用排水口が１２カ所あり、１カ所を廃止

し、変更後は１１カ所となる。

また、雨水専用排水口の内３カ所は位置を変更する。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名及び数量

愛媛県漁業取締船「うわかぜ」代船建造 一式

� 仕様等

入札説明書による

�愛媛県告示第９５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年７月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３未満

最大 ３未満
変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．４
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０４
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５，６１７，０９０

最大 ５，６１８，８７０
変更なし

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ２．０
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３未満

最大 ３未満
変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．４
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０４
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８８

最大 １８８
変更なし

備考 排水口番号の変更：�１１排水口

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾８６８番１から

同市松尾９３３番１まで
平成２７年７月１７日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年７月７日 特定非営利活動法人
託児所悠遊 鴨 崎 恭 夫 松山市朝生田町６丁目２番２７号 この法人は、主に松山市内の子どもとその保護

者、高齢者に対して、託児所の運営を通じたサ
ービスの提供や、異世代交流に関する事業を行
い、子どもたちの心身ともに健やかな育ちや、
男女共同参画の形成、活力あふれる地域づくり
等を増進し、もって社会全体の利益増進に寄与
することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号
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� 納入期限

平成２８年３月１５日

� 納入場所

入札説明書による

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度から平成２８年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

なお、上記資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める申請書類を３�に掲げる場所に提出し、
開札日までに、上記資格を得ること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格確認申請日から開札日までの間、知事が行う入

札参加資格停止の期間中でない者であること。

� 次に揚げるすべての要件を満たす者であること。

ア 過去１５年間において、総トン数４０トンクラスで速力３６ノッ

ト以上のアルミ軽合金製漁業取締船、巡視艇又は警備艇等の

官公庁船を建造した実績がある者。

イ 当該建造船舶の溶接工事をすべて屋内で施工できる施設を

保有していること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県農林水産部水産局水産課漁業取締係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９－９４１－２１１１（代表）０８９－９１２－２６２２（直通）

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出し、又は平成２７年８

月２６日（水）正午までに�に掲げる場所に郵送等（書留もしく
は簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ）

により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

入札説明書は、公告日から同年８月７日（金）までの間に、

インターネットの愛媛県公式ホームページ（入札情報内の本件

記事）から入手すること。

ただし、これにより難い者は次により直接交付する。

ア 交付期間及び交付時間

公告日から同年８月７日（金）までの日（土、日曜を除く。）

の午前９時から午後５時までとする。

イ 交付場所

�に同じ。
� 開札の日時及び場所

平成２７年８月２６日（水）午後２時

愛媛県庁第一別館８階農林水産部会議室

� 資格審査に関する照会先並びに申請書提出先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９－９４１－２１１１（代表）０８９－９１２－２７７０（直通）

４ その他

� ＷＴＯ協定の適用

本公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府

調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、政府調達に関する

協定を改正する議定書（平成２６年条約第４号）によって改正さ

れた同協定およびその他の国際約束の適用を受ける。

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

本件入札に参加を希望する者は、事前に、入札参加資格確認

申請書を、次の事項のとおり提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２７年８月１２日（水）午後５時までに、３�に掲げる場
所に持参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による取扱い

郵送等により提出する場合は、平成２７年８月１２日（水）午

後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者のした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者のした入札及び会計規則、入札説明

書に違反した入札は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

本件購入物品を納入できると知事が判断した入札者であって、

愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be manufactured：

Fisheries Patrol Vessel，１ set

� Time limit for submission of document for qualification

confirmation：５：００ p．m．，１２ August２０１５

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２６ August２０１５

（Time limit of tender by registered mail：０：００ p．m．，２６

August２０１５）

� For further information，please contact：Fishing Surveillance

Sect ion， Fisher ies Promot ion Div is ion， Fisher ies

Subdepartment， Agriculture Forestry and Fisheries

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２６２２
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公安委員会告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第３号
銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和５３年愛媛県公安委員会規則第６号）第２条第１項の規定により、次のとおり銃砲刀剣類所持等取

締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」という。）第４条の３第２項又は第１２条の３の診断を行う医師を指定した。

平成２７年７月１７日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

�愛媛県選挙管理委員会告示第５８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
１以上の市町の区
域を単位として設
けられる支部

届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県伊予郡第三支部 松 下 行 吉 田 中 完 治 伊予郡砥部町岩谷口１３５ ○ 平成２７年６月１日

自由民主党愛媛県四国中央市第四支
部 宇 � 英 治 谷 順 三 四国中央市川之江町１２００－２ 平成２７年６月４日

自由民主党愛媛県新居浜市第三支部 大 石 豪 横 井 俊 幸 新居浜市中須賀町一丁目３－４０５３ 平成２７年６月８日

自由民主党愛媛県松山市第十支部 帽 子 大 輔 佐々木 宏 美 松山市道後鷺谷町１－１３ 平成２７年６月２２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

えひめ介護福祉政治連盟 管 家 一 夫 古 田 芙 美 西予市宇和町卯之町一丁目２５７ 平成２７年６月１日

影岡俊範後援会 影 岡 俊 範 影 岡 秀 子 伊予郡松前町大字北黒田７８５－１ 平成２７年６月１日

西条市医師連盟 松 浦 裕 年 森 司 西条市大町字福森８２８－２ 平成２７年６月１日

稲田てるひろ後援会 向 井 守 正 稲 田 住 惠 伊予郡松前町西古泉１３５－４ 平成２７年６月１１日

宇和島医師連盟 友 松 孝 橋 本 博 之 宇和島市桜町１－５０ 平成２７年６月１２日

医師の氏名 勤務する病院の名称 病院の所在地 診断の対象者

佐々木 朗 西条道前病院 西条市飯岡３２９０番地１ １ 法第５条第１項第３号に規定する政令で定める病気
（銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和３３年政令第３３
号。以下「令」という。）第８条第３号に定める病気
を除く。）にかかっている者並びに法第５条第１項第
４号及び第５号に掲げる者

２ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５条の２に
規定する認知症である者

山 内 克 之 三番町メンタルクリニック 松山市三番町四丁目４番地６

森 秀 人 森神経科心療内科 松山市歩行町一丁目４番地６

牧 徳 彦 牧病院 松山市菅沢町甲１１５１番地１

藤 井 正 人 平成病院 大洲市柚木８１１番地１

梅 岡 秀 一 うめおか神経クリニック 松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町
ビル２階 １ 令第８条第３号に定める病気にかかっている者

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

民主党愛媛県第１区総支
部 渡 部 昭 国会議員関係政治団体の

区分
国会議員関係政治団体以外の政
治団体

法第１９条の７第１項第１号に係
る国会議員関係政治団体 平成２７年３月１０日

自由民主党伊予市支部 大 西 誠 主たる事務所の所在地 伊予市灘町３５５ 伊予市下三谷１６３１ 平成２７年５月２２日

代 表 者 大 西 誠 日 野 健

会 計 責 任 者 日 野 猛 仁 北 橋 豊 作

自由民主党川之江支部 宇 高 英 治 代 表 者 宇 高 英 治 石 川 幸 雄 平成２７年５月２８日

会 計 責 任 者 石 川 剛 大 西 晁

民主党愛媛県総支部連合
会 渡 部 昭 代 表 者 渡 部 昭 都 築 旦 平成２７年５月３０日

自由民主党伊予三島支部 鈴 木 俊 広 主たる事務所の所在地 四国中央市中曽根町４１１－１ 四国中央市三島宮川四丁目５－
８ 平成２７年６月１日

自由民主党新居浜支部 黒 川 洋 介 会 計 責 任 者 仙 波 憲 一 高 橋 一 郎 平成２７年６月６日

民主党愛媛県第１区総支
部 渡 部 昭 代 表 者 渡 部 昭 都 築 旦 平成２７年６月９日

民主党愛媛県第４区総支
部 渡 部 昭 代 表 者 渡 部 昭 永 江 孝 子 平成２７年６月９日

国会議員関係政治団体の
区分

国会議員関係政治団体以外の政
治団体

法第１９条の７第１項第１号に係
る国会議員関係政治団体

維新の党衆議院愛媛県第
２選挙区支部 横 山 博 幸 主たる事務所の所在地 今治市旭町四丁目１－１８ 東温市田窪２０６０－１３ 平成２７年６月１６日

自由民主党伊方支部 吉 谷 友 一 主たる事務所の所在地 西宇和郡伊方町大浜３３８ 西宇和郡伊方町川永田甲８９７－
１ 平成２７年６月１８日

代 表 者 吉 谷 友 一 吉 川 保 吉

自民党八幡浜支部 井 上 和 浩 主たる事務所の所在地 八幡浜市古町二丁目２－６ 八幡浜市浜田町１ 平成２７年６月２１日

代 表 者 井 上 和 浩 清 家 俊 蔵

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

岡田教人後援会 木 田 啓 一 主たる事務所の所在地 松山市南白水二丁目６－１２ 松山市道後緑台３－６ 平成２７年４月２０日

会 計 責 任 者 岡 田 彩 子 大 孝 尚 子

政治結社二代目男塾 影 内 輝 雄 会 計 責 任 者 伊 藤 祐 介 影 内 輝 雄 平成２７年４月２０日

西予市医師連盟 三 好 康 司 織 田 英 昭 西予市宇和町卯之町四丁目３１９ 平成２７年６月１２日

渡部伸二と市民の広場 松 尾 京 子 新 田 敦 子 松山市松前町三丁目２－２ 平成２７年６月２２日

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２７年７月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６３号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

平成２７年７月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

安 藤 ま さ や す 後 援 会 安 藤 雅 康 平成２６年１２月３１日

松 島 義 幸 後 援 会 土 居 義 昭 平成２７年３月３１日

愛 媛 県 水 落 敏 栄 後 援 会 愛 原 章 平成２７年５月３１日

報 國 純 心 会 橋 本 良 則 平成２７年６月１７日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

影 岡 俊 範 松前町議会議員 影岡俊範後援会 伊予郡松前町大字北黒田７８５－１ 平成２７年６月１日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

土 居 一 豊 豊 洋 会 平成２６年１２月１日

安 藤 雅 康 安 藤 ま さ や す 後 援 会 平成２６年１２月３１日

愛媛県不動産鑑定政治連
盟 岡 田 浩 代 表 者 岡 田 浩 亀 田 武 志 平成２７年５月２９日

会 計 責 任 者 � 橋 宏 明 平 田 耕 二

税理士による山本公一後
援会 村 田 八 郎 主たる事務所の所在地 宇和島市御幸町一丁目１－３ 宇和島市新町一丁目４－１２ 平成２７年６月２５日

代 表 者 村 田 八 郎 土 居 篤 志

会 計 責 任 者 村 田 八 郎 土 居 篤 志

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日 名 称 種類 所 在 地 指定年月日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

豊 洋 会 土 居 一 豊 平成２６年１２月１日

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号
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省略 省略

特別養護老人ホ

ーム梅本の里ゆ

にっと

省略 特別養護老人ホ

ーム梅本の里ゆ

にっと

省略

ハッピー南久米 有料老人ホ

ーム

松山市南久米町

１２８－１

平成２７年７月

８日

省略 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

平成２７年７月１７日 発行

愛 媛 県 報平成２７年７月１７日 第２６９０号

７３１


